
8
月
は
電
気
使
用
安
全
月
間

関
西
電
気
保
安
協
会
を
は
じ
め
、
電
気

関
係
団
体
で
は
、
経
済
産
業
省
主
唱
の
も

と
毎
年
8
月
を
電
気
使
用
安
全
月
間
と
定

め
、
電
気
事
故
の
防
止
を
図
る
た
め
、
全

国
で
一
斉
に
電
気
の
安
全
運
動
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
ご
家
庭
や
職
場
で
電
気
事
故

を
防
止
す
る
た
め
、
日
ご
ろ
か
ら
電
気
安

全
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ
／
関
西
電
気
保
安
協
会　

和
歌
山
支
店
御
坊
営
業
所

　

☎
0
7
3
8
‐
２
３
‐
2
3
6
8

ご
存
じ
で
す
か
？
建
退
共
制
度

建
退
共
制
度
は
中
小
企
業
退
職
金
共
済

法
に
基
づ
き
、
建
設
現
場
労
働
者
の
福
祉

の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中
小
企
業
の
振

興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
退
職
金
制

度
で
す
。

・
加
入
で
き
る
事
業
主
／
建
設
業
を
営
む

方

・
対
象
と
な
る
労
働
者
／
建
設
業
の
現
場

で
働
く
人

・
掛
け
金
／
日
額
3
1
0
円

■
問
い
合
わ
せ
／
独
立
行
政
法
人　

勤
労

者
退
職
金
共
済
機
構　

建
設
業
退
職
金

共
済
事
業　

和
歌
山
支
部

☎
0
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‐
4
3
6
‐
1
3
2
7

建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会

講
習
の
お
知
ら
せ

・
講
義
時
間
は
、
い
ず
れ
も
9
時
～
17
時

（「
地
山
の
堀
削
お
よ
び
土
止
め
支
保
工

作
業
主
任
者
」「
石
綿
取
り
扱
い
作
業

従
事
者
特
別
教
育
」
は
13
時
～
）。

・
講
演
会
の
受
け
付
け
は
、
講
習
会
開
催

の
約
1
カ
月
前
か
ら
で
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
建
設
業
労

働
災
害
防
止
協
会
和
歌
山
県
支
部

☎
0
7
3
‐
4
3
6
‐
1
3
2
7

水 

道

◆
◆
◆

水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

8
月
の
水
道
料
金
の
お
支
払
い
期
限

は
、
24
日（
月
）
で
す
。
口
座
振
替
の
お

客
さ
ま
は
、
預
金
残
高
の
確
認
を
お
忘
れ

な
く
！

■
問
い
合
わ
せ
／
水
道
課

献 

血

◆
◆
◆

8
月
の
献
血

●
8
月
20
日（
木
）

・
有
田
振
興
局
前　
　

10
時
～
12
時
45
分

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

講　習　名 日　　　程
建築物などの鉄骨組み立てなど
作業主任者 8 月 4 日（火）～ 5 日（水）

地山の堀削および
土止め支保工作業主任者 9 月 1 日（火）

石綿取り扱い作業従事者特別教育 9 月 17 日（木）

コンクリート橋架設など
作業主任者 10 月 6 日（火）～ 7 日（水）

現場管理者統括管理講習 10 月 20 日（火）

足場の組み立てなど作業主任者 11 月 10 日（火）～ 11 日（水）

職長・安全衛生責任者教育 11 月 25 日（水）～ 26 日（木）
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